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防火対象物の延べ面積が150㎡未満

飲食物を客に提供するためこんろなど火を使用する設備又は

器具を設けている飲食店

従前設置義務の無かった、延べ面積150㎡未満の飲食店に対して

消火器の設置義が義務付けられました。

平成31年10月1日

次の　　　を満たす飲食店

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/

について　　　　　　　　　－西日本防災システム

皆様の記憶にも新しい　平成28年12月12日に発生した糸魚川市の大規模火災を

受けて消防法が改正されました。

西日本防災システム

弊社Top Pageへ

※150㎡以上は従前から設置義
務があります

http://www.nbs119.co.jp/
http://www.nbs119.co.jp/
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1年に1回点検結果報告書を提出することとなります。

消火器について

点検報告について

今回新たに設置された消火器具は6ヶ月ごとに点検を行い

について　　　　　　　　　－西日本防災システム

http://www.nbs119.co.jp/ 弊社Top Pageへ

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

※消防法第17条の3の3
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